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提案理由 

国に対し、国民の年金給付への安心のため、公的年金積立金の投機的運用は

やめるよう強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



公的年金積立金の投機的運用はやめるよう求める意見書 

 

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が、本年７月２９日に発表し

た２０１５年度決算で、５兆３,０９８億円もの巨額損失の発生が明らかにな

った。安倍政権のもとで、ＧＰＩＦがこれまでの方針を転換して、株式の運用

を倍増させてきたことが今回の大損失につながったものである。 

国民が納めた年金保険料の積立金約１３５兆円（２０１５年度末時点）は、

老後の年金を保障するものであり、安定的に運用することが大前提とされてき

たものである。 

ところが、安倍政権は「アベノミクス」の成果として「株高」を演出する必

要があり、国民の大切な年金積立金を使って、国内・国外株を大量買いし「株

高」を支えてきたのである。しかし、「投機」は「ギャンブル」でもある。本

年８月２６日、ＧＰＩＦは英国の欧州連合（ＥＵ）離脱ショックなどにより株

価が急落したことから、２０１６年の４月から６月にも約５兆円もの損失が発

生したと発表した。損失が出れば、そのツケは年金削減や保険料引き上げとな

って国民に回ってくることにもなりかねない。 

国民が支払っている国民年金や厚生年金の積立金は、国民共通の財産である。

金融大国の米国でさえ、公的年金の積立金は株式運用しないルールがある。国

民の年金積立金で株価をつり上げ、景気回復を装うなどは、政府がやるべき経

済対策ではない。 

よって、本市議会は国に対し、国民の年金給付への安心のため、公的年金積

立金の投機的運用はやめるよう強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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